
 

 

                         

平成 28年 7月 1日 

自動車局 貨物課 

整備課 

海事局船舶産業課  

観光庁観光産業課 

 

国土交通省関連４分野に係る経営力向上に関する指針の策定について 

 

国土交通省は、中小企業等経営強化法に基づき、貨物自動車運送事業を営む中小

企業者等、自動車整備業を営む中小企業者等、造船業・舶用工業を営む中小企業者

等及び旅館業を営む中小企業者等に対し、経営強化（生産性向上）に役立つ取り組

みの事例を含めた事業分野別指針を策定しました。本指針に基づき経営力向上計画

を策定し認定を受けると、固定資産税の軽減や様々な金融支援が受けられます。 
 

１．背景 
 

貨物自動車運送事業、自動車整備業、造船業・舶用工業及び旅館業における中小

企業者等の経営力向上が特に必要であることから、中小企業等経営強化法及び同法

により規定される中小企業等の経営強化に関する基本方針に基づき、今般、各４分

野において経営力向上に関する事業分野別指針を策定しました。 

 
 

２．概要 
 

指針において、それぞれ、主に以下の事項を定めています。 

（１）貨物自動車運送事業【詳細：別紙１】 

運転免許等の資格の取得支援制度の充実や共同輸配送の実施、配車管理シ

ステムの構築等を実施することにより、経営力向上を促進すること等 

（２）自動車整備業   【詳細：別紙２】 

自動車整備業分野特有の指標として「点検整備入庫台数増加」や「業務関

連資格取得・研修の受講」を選択可能とし、点検整備の入庫促進や人材育成

等を実施することにより、経営力向上を促進すること等 

（３）造船業・舶用工業 【詳細：別紙３】 

   情報技術や自動化技術等を活用し、船舶の開発・設計から建造、アフターケアサ

ービスに至る全てのフェーズにおける生産性を向上させるとともに、新規市場の開

拓や、産学や地域の連携強化による人材確保・育成を推進すること等 

（４）旅館業      【詳細：別紙４】 

サービス提供に間接的に関わる業務を効率化するとともに、サービスの品

質や付加価値の向上等を通じて顧客満足度を向上させることにより、経営力

向上を促進すること等 

 
 

３．スケジュール 
 

公   布 ： 平成 28年７月１日 

施   行 ： 公布の日 

 

 

参考資料２



 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省     ＴＥＬ：03-5253-8111(代表) 

自動車局 貨物課 浪川、三宅  （内線 41-323）  03-5253-8575（直通） 

       整備課 久手、和田  （内線 42-424） 03-5253-8600 (直通) 

  海 事 局 船舶産業課  中村  （内線 43-623） 03-5253-8634（直通） 

  観 光 庁 観光産業課  大内  （内線 27-303） 03-5253-8329（直通） 
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